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こども家庭課児童環境班の長谷川と申します。本日は、私の方から 「山口
県のヤングケアラー支援の状況について」、お話の方させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
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ヤングケアラーの支援につきましては、皆様すでにご存じのところと思いま
すが、本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行い、年齢や
成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の生活や教育
に影響があるということが問題となっております。
 
ヤングケアラーにつきましては、家庭内のデリケートな問題であること、本
人や家族に自覚がないことが多いことから表面化しにくいことから、学校、
福祉サービス事業者、行政機関等の関係機関が連携し、 早期に発見し、適
切な支援につなげる、そういう意識が必要な課題となっております。
 

6



ヤングケアラーという言葉については、最近、皆さん初めてお聞きになられ
た言葉だと思います。
国による全国ヤングケアラー実態調査が令和３年３月に公表されました。こ
の目的につきましては画面の方にありますように、ヤングケアラーと思われ
る子ども等の実態をより正確に把握し、今後の検討に活かすための調査とい
うことでございました。
調査の対象につきましては、令和２年12月から、○で書いております４つの
対象を調査対象としております。中学２年生、全日制高校の２年生、定時制
高校の生徒、通信制高校の生徒ということになりますが、回収数のところを
ご覧になられましたらわかりますように、国としても、まずヤングケアラー
の課題を明らかにしたい抽出調査ということで実施されましたので、回答数
につきましても中学２年生で見ると、 全国で5000人程度と必ずしも全ての
子どもの実態を把握したとは言い切れない調査でございました。
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この実態調査のときに、ヤングケアラーの定義が定められました。ヤングケ
アラーにつきましては、法令上の定義はございません。
ヤングケアラーという言葉を聞いて、皆様思い浮かべられる課題というのは
様々だと思います。
どういった子どもがヤングケアラーと呼ばれるのか、そういったことはまだ
明確には定まっておりません。
この調査の際には、子どもたちにヤングケアラーの課題が認識されやすいよ
うに、ご覧のように10個のパターンを、絵を使って示しております。障がい
がある親等に代わって家事をする、幼い兄弟の面倒を見る、そういった家庭
内で年齢に見合わない重い責任を負っている、そういう状態があればヤング
ケアラーかもしれないと、初めてこのときの調査で子どもたちに示されたと
ころでございます。
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実態調査の結果につきましては、大きくテレビや新聞等で報道されました。
報道された内容につきましては、今スクリーンの方にありますが、世話をし
ている家族がいると回答したのは、中学２年生が5.7パーセント、全日制高
校の２年生が4.1パーセント、20人に１人がヤングケアラーだといった論調
で新聞等の記事が出ているのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれませ
ん。
しかし、今、国、それから県がヤングケアラーとして支援が必要だと考えて
いるのは、この家庭内で家族の世話をしている子どもということではなくて
ですね、スクリーンの図で言いますと、中学２年生で言うと、家族の世話を
している5.2パーセントのうち、２つの矢印がのびているうちの右側になり
ますが、世話をしていることで、やりたいけどやれてないことがあるといっ
たことがあればですね、その子の発達、年齢等に見合わない重い家事や家族
の世話の責任を負っている可能性があるのではないか、そこは支援が必要で
はないか、そこがヤングケアラーとして支援が必要な部分だと考えていると
ころでございます。
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国の方では、この実態調査を受けまして、今後の支援策が取りまとめられま
した。
令和３年の５月に発表されましたが、国では厚生労働副大臣と文部科学副大
臣が共同の議長となりまして、現状や課題等を分析されて支援策が取りまと
められたところです。
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今、 画面の方にございますよう に、 早期発見、 把握、 支援策の推進、 社会的
認知度の向上について、 国と して今後必要だと思われる対策としてまとめら
れ、 公表をされたところです。
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